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提出

白石市教育委員会　教育長　半沢　芳典

白石市教育委員会感謝状の贈呈について（案）

令和７年３月１２日

第8号議案



第８号議案 

 

 

 

白石市教育委員会感謝状の贈呈について（案） 

 

 

このことについて、下記のとおり感謝状を贈呈する。 

 

 

記 

 
 
  氏  名 株式会社 中央特殊興業 白石営業所 

  代表取締役 酒井 和彦 

 

 住  所 白石市福岡蔵本字滝下３７番地 

 

 内  容 ウェイブバランス平均台   ２台 

      レインボーバランスストーン ２セット 

      玉さし盤          ２個 

              ２００，０００円相当 

 

 

 

 

令和７年３月１２日提出 

 

白石市教育委員会 教育長 半 沢 芳 典 



提出

白石市教育委員会　教育長　半沢　芳典

令和７年３月１２日

白石市公民館管理規則の一部を改正する規則（案）に
ついて

第9号議案



第９号議案 

   白石市公民館管理規則の一部を改正する規則（案）について 

 

白石市公民館管理規則（平成１６年白石市教育委員会規則第１２号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「（様式第１号）」を削り、同条第２項中「（様式第２号

）」を削る。 

 第７条第２項中「（様式第３号）」を削る。 

   第８条第２項中「（様式第３号）」を削り、同条第３項中「（様式第４号

）」を削る。 

第１３条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加える。 

（様式） 

第１３条 この規則に規定する公民館施設使用許可申請書等の様式は、別に

定める。 

 様式第１号から様式第５号までを削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

白石市公民館管理規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 

  

 （施設、設備の使用許可） 

第３条 公民館の施設又は設備を使用しよう

とする者は、使用しようとする日の属する

月の３月前の月の初日からその３日前まで

に教育委員会に公民館施設使用許可申請書

       を提出しなければならない

。 

２ 教育委員会は、前項の規定により提出さ

れた申請書を審査して適当と認めたときは

、公民館施設使用許可書              を

当該者に交付するものとする。 

（使用料の返還） 

第７条 略 

２ 前項の規定により使用料の返還を受けよ

うとする者は、公民館使用料還付申請書 

      を提出しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 略 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けよ

うとする者は、公民館使用料減免申請書  

            を提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定に基づく申請を適当

と認めたときは、公民館使用料減免決定通

知書              により承認するものと

する。 

４ 略 

（様式） 

第１３条 この規則に規定する公民館施設使

用許可申請書等の様式は、別に定める。 

（委任） 

第１４条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設、設備の使用許可） 

第３条 公民館の施設又は設備を使用しよう

とする者は、使用しようとする日の属する

月の３月前の月の初日からその３日前まで

に教育委員会に公民館施設使用許可申請書

（様式第１号）を提出しなければならない

。 

２ 教育委員会は、前項の規定により提出さ

れた申請書を審査して適当と認めたときは

、公民館施設使用許可書（様式第２号）を

当該者に交付するものとする。 

（使用料の返還） 

第７条 略 

２ 前項の規定により使用料の返還を受けよ

うとする者は、公民館使用料還付申請書（

様式第３号）を提出しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 略 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けよ

うとする者は、公民館使用料減免申請書（

様式第３号）を提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定に基づく申請を適当

と認めたときは、公民館使用料減免決定通

知書（様式第４号）により承認するものと

する。 

４ 略 

 

 

 

（委任） 

第１３条 略 

様式第１号（第３条関係） 

略 

様式第２号（第３条関係） 

略 

様式第３号（第７条関係） 

略 

様式第４号（第８条関係） 

略 



 
 

 

 

 

様式第５号（第８条関係） 

略 
  



提出

白石市教育委員会　教育長　半沢　芳典

令和７年３月１２日

学校教育法施行細則の一部を改正する規則（案）につ
いて

第10号議案



   学校教育法施行細則の一部を改正する規則（案） 

 学校教育法施行細則（昭和３２年白石市教育委員会規則第２号）の一部を

次のように改正する。 

 様式第１９号を次のように改める。 
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   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


